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　　　　　　　　　　　　　　　明代の城陛神信仰とその源流

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松本浩一＊

　　　　　　　　The　City　God　cults　in　Ming　period　and　their　origins

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Koichi　Matsumoto

　　　　　　城陛神の廟は，現在台湾において五・六十ほど存在しているが，現世の地方官にあたる冥界神と

　　　　　　して，人々の善悪の行いを監視するという役目を与えられている。この論文では，宋代から明の後

　　　　　　期にかけての城隆神信仰の変遷をたどり，その信仰の源流の一端を明らかにする。宋代においては，

　　　　　　城隆神はすでに冥界の地方神として，地方官の信仰の対象となってはいたが，社稜神など同様な性

　　　　　格の神々と比べて，特にその信仰が重んぜられていたとは言えない。しかし城陸神は，国家祭祀の

　　　　　　一部としての信仰とはほかに，民間においては別の信仰の伝統をもっていたように見える。ここで

　　　　　　は道教呪術の中に登場する城陸神の性格，あるいは道教の葬送儀礼である黄錬斎における役割につ

　　　　　　いて考察し，亡魂の取り締まりという役割が確立していたこと，いち早く城隈神のヒエラルキーが

　　　　　　成立していたことを指摘する。そして明初の詔令に定められた城限神のヒエラルキーと，属壇の祭

　　　　　　祀における城陛神の役割が，それらを反映していることを指摘する。さらに明代中期以降の，城陛

　　　　　　廟の改修・重建時に書かれた碑文・廟記を考察し，規模の拡大の傾向と共に，明初の制度化にも係

　　　　　　わらず，民間の城陸神信仰の伝統が一貫して存在していたことを指摘する。

　　　　　　In　this　paper　the　City　God　cults　in　Sung　and　Ming　China　are　considered．In　Sung

　　　　　　times　City　Gods　already　are　worshiped　officially　but　other　Gods　also　are　worshiped　in

　　　　　　such　cases　as　pray　for　rain　or　fine　weather．But　position　and　services　of　City　God　in

　　　　　　Taoist　Rituals　reflect　another　tradition　of　City　God　cults．In　this　paper　essay　Yi－jian

　　　　　　Zhi（夷堅志）and　criminal　code　in　Taoist　Canon　are　considered．City　God7s　hierarchy

　　　　　　reflected　in　Taoist　official　documents　which　are　issued　in　Huang－1u　Zhai（黄篠斎）

　　　　　　affected　in　the　hierarchy　of　City　Gods　which　is　coded　in　imperial　edicts　of　Ming　Hong

　　　　　　－wu　ti（洪武帝）．And　City　God’s　services　in　the　Huang－1u　Zhai　affected　the　services

　　　　　　in　the　worships　of　unrelated　and　revengeful　ghosts　which　are　established　in　Ming

　　　　　　official　ritual　codes．At　last　inscriptions　written　at　celebration　of　temple　reconstmc．

　　　　　　tion　in　latter　Ming　are　considered　and　these　facts　are　indicated　that　the　traditions　of

　　　　　　popular　cults　of　City　Gods　have　been　existed　irrespective　ofthe　systematization　of　City

　　　　　　Gods　cult　by　imperial　offices　in　early　Ming．
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はじめに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　するもので現世に於て爲した悪事，又は善事の総べ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ての行爲を審理し，吉凶禍福は何れも其の審判の結

　現在台湾などの祠廟で見られる定期・不定期の祭典や，　　　　　果なりと信じ深く畏れ敬ふのである。故に清國時代

日々の信仰の形態，あるいは祠廟の建物や，神像の配置　　　　　の地方官が自ら判断に苦しむ難件に出會つたときは，

などの構成，信徒の組織や彼らと祠廟との関係など，祠　　　　　夜問城陛爺に参詣し睡眠して神の夢告を請うた。又

廟をめぐる様々な状況が，宋代を出発点として形成され　　　　　箏訟事件を審理するに當り關係者等が事實を吐かざ

てきたものであることは，筆者自身も様々に指摘してき　　　　　る時は之を城陛廟に伴ひ行き「呪咀」とて神前に誓

たし（1），またこのことに言及している研究者も多い。もち　　　　　を立てさせるときは其の神罰を恐れ事實の申立てを

ろんこのことは，宋代の祠廟信仰の状況から現在に至る　　　　　爲すに至る。…之が爲め人民は益々城隆爺を畏れ敬

まで，大きな変化がなかったということを意味している　　　　　ひ，何事も之れに祈願するに至り，疾病不運等何れ

わけではない。特に明代の中期ごろから，大規模な廟会　　　　　も罪科を犯した結果と信じ，城陛爺に謝罪の誠意を

の出現や，祠廟の壮大化など，大きな変化があったこと　　　　　捧げ，平癒祈願を爲し…（3）

も指摘されている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　これによれば，城陛神は現世の地方官に対応する，あ
　　　　　　　　　　じようこうしん
　この論文では，主として城陛神の信仰を取り上げ，宋　　　の世の地方官という性格をもっており，人の善悪の行い

から明の後期にかけての時代の変遷と，一貫して観察さ　　　を監察して裁き，その報いとして吉凶禍福を与えると考

れる性格とについて論じていくことにしたい。はじめに　　　えられていた。そのため人々は城陸神を畏れ敬い，病気

現在の台湾に見る，城陸神信仰の特色について述べる。　　　や不運などの際に祈願するにあたっては，罪過を謝罪し

次に宋代の城陛神信仰の性格について，主として地方官　　　て祈願をなすという。

の信仰対象としての面と，道教の呪術儀礼に見られる城　　　　このような信仰の中にも，あの世における官制の一端

陞神の役割・性格という面につき，先行研究や廟記，夷　　　を担うという面と，善悪の裁きと報いをなすという人々

堅志などの小説，道教文献から探る。そして有名な明初　　　の信仰という面とがみてとれよう。先述の大同区の霞海
　　　　　　　　　　　れいだん
の城陞神に関する詔令と，腐壇の祭祀における城陸神の　　　城陛廟の祭典は，台北の三大祭りとして観光案内には必

役割についての規定から，その冥界神としての役割・性　　　ず掲載されている有名なものだが，城陛廟の祭典にあた

格が，宋代の道教儀礼に見られるものを反映しているこ　　　っては，暗訪夜巡を伴うのが特徴である。これは，城陛

と，およびそれらが後代に及ぼした影響について論じ，　　　神の誕生日に当たる祭典当日の御輿の巡行に先立ち，そ

最後に明代中期以降の城陞廟の変化について指摘するこ　　　の日の前夜同じように神の御輿が巡行するもので，これ

とにしたい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　には人々の本性が現れる夜に，人々の善悪の行為を監察

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　するという意味があるとされている。

1．現代の台湾における城陛神信仰の性格

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．宋代の城限神信仰とその性格

　劉還月氏によれば，現在台湾には五十から六十ほどの

城陛廟が存在するという（2）。それには府城陸や県城陸など　　　2．1宋代の地方官と城陛神

のかつての行政組織に対応するものばかりではなく，有　　　　宋代の城隆神信仰については，すでに小島毅氏，ジョ

名な台北市大同区の霞海城陸廟や，もともと打ち捨てら　　　ンソン氏などが論じている。小島氏は，真徳秀が祠廟に

れた骨を集めて祀ったという性格を持つ神である有応公　　　春祈秋報や祈雨祈晴等の祈願をするにあたって記した祝

が，城陸に昇格したという経緯を持つ台南の小城陞廟な　　　文や，この時代の地方志における位置づけなどを分析し，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゃしょくど，必ずしも行政組織と対応しない城陛廟もある。　　　　　真徳秀が原則的には社稜等のほうが正しい神格であると

　日本時代の台湾の城陞神信仰について，鈴木清一郎氏　　　の認識をもちながら，城陛神に対して高い評価を与えて

は次のように述べている。　　　　　　　　　　　　　　　いたことを指摘している（4）。

　　毫海人間に於ては地方官は現世の陽間即ち五官感知　　　　これについては，陸游も次のように述べている

　　界を支配するに封し，城陛爺は專ら陰間，即ち五官　　　　それで唐より以来，郡や県ではみな城陸神を祭り，

　超越界を支配し兼ねて來世をも支配するものと解し，　　　　　今の世になって最も謹んでいる。郡県の長官の謁見

　　地方官を陽官と云ふに封し，城陞爺を陰官と稻し，　　　　　も，その儀は他の神々の祠廟より上である。社稜は

　前者は法律上の非違を庭断するに過ぎざるも後者た　　　　　尊いとはいっても，ただ決まりによって行っている

　　る城陸爺は現世より來世に亙る人事の総べても庭理　　　　　だけで，祈薦お祓いや感謝の祭りなどは，城陛だけ
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　　である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が城陛神に代わったからといって大きな問題とはなるま

　　…故自唐以來，郡縣皆祭城陣，至今世尤謹，守令謁　　　い。

　　見，其儀在他神祠上，社稜錐尊，特以令式從事，至　　　　次の例では，「郡国に守がいるように，城陞にも神がお

　祈穰報費，猫城陛而已，則其禮顧不重欺　　　　　　　　り，幽界とこの世とは異なるとはいっても，民に対する

　　陸游「寧徳縣重修城陸廟記」（『清南文集』巻17）　　　　務めは一つだ」としており，冥界の官僚という観念も出

　すなわち陸游によれば，長官の謁見などについては他　　　来上がっていたことを示している。

の神祠より，春秋の祈報については社稜より重んじられ　　　　　城陸之有神，猶郡國之有守，幽明錐殊，其職於民，

ていたという。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　則一而已，某明蒙上恩，來鎭此土，深惟責任之重，

　しかし小島氏は，一方で地方志を編纂した地方官にと　　　　　凡躬行之當勉，與痩民之當紆，朝夕競競，不敢自忽，

って，城隆廟が必ずしも最高の祠廟とは見なされていな　　　　　至於錫除苗珍，丞降福祥，則神之職也，尚惟加意，

かったことを指摘している（5）。この時代の地方官が抱いて　　　　　偉寧豚居，民亦永永，事神無忘

いた，城陞神に対する観念の揺れについては，小島氏の　　　　　　　　　　　　　　　　　「城陞」（同上　巻48）

論考でも触れられているが，真徳秀が雨や晴を祈った際　　　　以上の例からも，現世の郡国の守に比定されたりはし

の祝文などを見ても，その他の諸廟に比べ，特に城陸廟　　　ているが，祈雨の祝文では社稜などと同格になっており，

が区別され，重視されたというわけではないように見え　　　他の祠廟に比しても，特に突出した存在ではなかったよ

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うに見える。地方官が当該地方のために祈薦を行う場合，

　春に収穫を祈るための祝文においても，あるいは雨を　　　宋代ではまだ城陛の位置は定まっていなかったように見

祈ったり，雨が降ったのを感謝する場合の祝文などにお　　　える。

いても，「春祈諸廟祝文」，「諸廟祈雨祝文」，「諸廟謝雨祝　　　　このように国家祭祀に位置づけられた城隆神と，民間

文」あるいは「諸廟祝文」となっている場合が多い。ま　　　において冥界神と考えられていた城陛神とは，性格が異

た「社稜神風雨雷師城陛諸廟祈晴祝文」などのように，　　　なるのではないかということについても，すでに指摘さ

関係の神々が列記されていたりする。しかし神を特定し　　　れている。小島氏は「しかし，真徳秀のような儒家官僚

ている場合には，むしろ「社稜」となっていることが多　　　が，国家祭祀の中に位置づけようとする城陞神と，民衆

い（6）。次の例は，晴を祈って霊験のあったことに対する感　　　の生活感覚における城陛神とは，同一の神でありながら

謝のためのものであるが，始めに社稜に対して祈願をす　　　性格を異にしていた」と述べ（9），またジョンソン氏も，「こ

べきという観念と，実際にはそうしていないことに対し　　　のように官僚たちにとっての城陛神と，一般人にとって

て，いいわけをしている。この例は小島氏も挙げている　　　の城陸神には明確な違いがある」とし，「人々は城隆神を

が（7），実際には祠廟に祈ることが優先されるようになって　　　天界の官僚，もしくは忠義や正義など抽象的概念のシン

きていたことを端的に示している。　　　　　　　　　　　ボルとは捉えていなかった。彼らは城陞神と個人的な関

　凡薦祈之事，必先社稜，禮也，驕者，霧雨過度，幾　　　係を確立していたのである」と述べている（10）。次に宋代

　於靡神不請突，而濁未及於土稿之神，此某不知禮之　　　の民間信仰や道教における城陛神について考察すること

　　皐也　　　　　　　　　「社稜祝文」（同上　巻49〉　　　にしたい。

　次の雨を祈った祝文の場合には，社稜と城陛神が並べ

られている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．2　『夷堅志』に見る宋代の城隈神

　　間者，將用道家法，致薦干紫微太乙之尊，念嬢蟻之　　　　　『夷堅志』などの小説に出てくる城陸神は，天心法な

　　誠，未易上達也，則有謁干神，願爲請命昊宥，亟賜　　　ど道士の行う呪術の中で，道士に呼び出されることが多

　　之雨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く，そこではその地域の鬼神の取り締まりを行う，あの

　　　「社稜以下祝文（城陛・山川同）」（同上　巻49）　　　世の知県というより警察というべき存在となっている。

　ここでは一方では道家の法，すなわち道教儀礼によっ　　　次に挙げるいくつかの話は，いずれもそのような例であ

て，紫微太乙の尊に祈薦をするとしながら，取るに足ら　　　る。ここでは話の概略のみ紹介する。

ぬわれらの願いは簡単には天神には達しないから，社稜・　　　　高の十歳の子が，知り合いの二人とともに東嶽廟で

城陸神にもお願いすると，儒・道の別には特にこだわら　　　　　燈を見て，萢安の廟外にある家で茶を飲み果物を食

ない，功利第一のところを見せている。このような彼の　　　　　べたが，帰った後病気になり，うわごとを言って意

態度については前論でも指摘したが（8），であれば本来は社　　　　　識不明となった。郡人の挑将仕は粟を納めて官を買

稜に祈るべきであるという観念があったにしても，それ　　　　　っていたが，五雷天心法を行うので，見てもらった。
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　　まず神将に命じて土地神を呼び，小童に懸依させて　　　命を受けて非違を犯した鬼神の捜索・逮捕を行うときは，

　詰問したところ，驚いて自ら語った。「官府は厳整な　　　遅滞があってはならないこと，また呪術の執行に関係す

　　ので，どうして邪な者がたたりをなすことがありま　　　る役所が発行する文書を承けたら，直ちに執行すること

　　しょう。おそらくはその家の碑・妾の類がしでかし　　　などの規定がなされている。

　　たことでしょう。なぜ私が責められなければならな　　　　　呪術で使役する神将とともに，名山・山川・城陞・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くじゃいん　　いのです。捕らえるべき鬼などおりません」挑は謝　　　　　社令の神は，駆邪院（天心法の執行に係わる冥界の

　　して去り，その家に行って符を発し水を吹き出した　　　　　役所）の文書を受け取ったら，印記を確認してから，

　　ところ，十日あまりで一人の婦人が引き立てられて　　　　　謹んで護持し，速やかに対応するように。

　　来たが，それは母親であった。その来たわけを言わ　　　　　諸神將，名山・大川・城隆・社令及三品神衆，凡遇
　　　　　　　　　　　　ちょう　　なかったが，銚が城陛神に牒状（文書）を発して収　　　　　承受騙邪院文字，並須験認印記，嚴謹護持，速具報

　　監した。そして再び呼び出したところ，「小官人につ　　　　　磨，輯有輕易者，徒三年

　　いて萢の家に行き，そのまま随って県舎に入った」　　　　　　　　　　　　『道法会元』巻250「太上天壇玉格下」

　　ということであった。そこで酒・饅（供え物）・香・　　ここでは城陞神は名山・山川・社令の神とともに，駆

　　紙銭を供えてこれを送り，泰山府に申状（文書）を　　　邪院の指令文書を忠実に執行することが求められている。

　　呈して再生を願い，その棺を焼いたところ，子供の　　　　　職務を担当する神で，民の婦女と私通する者や，鬼

　　病気は治った。　　　　　　　支乙巻7「挑将仕」　　　　　神で故なくして人の性命を害する者等に関する規定
　　　　　そう　　司法の朱踪は，処州麗水の人であったが，祖父の大　　　　　で，所属の城陛神・土地神で敢えて見逃した者は同

　　卿の恩によって官を得た。紹興8年，臨江軍の法に　　　　　罪。

　　転任した。一・人の妾がいたが，妻の王氏が許さず，　　　　　諸當職之神，輯與民人婦女私通者，流三千里，情理

　　彼女は日夜王氏の虐待に苦しみ，自殺するに至った。　　　　　重者奏裁，如地分鬼神犯者加一等，諸鬼神，無故害

　　朱君はどんなときでも彼女を見るようになり，たい　　　　　人性命，及楡盗人間財物，不受沓懇被捉者庭死，所

　　へんに憂い恐れていた。そこでの道士にお祓いの法　　　　　厩城陛・土地等，故縦者同罪，失豊察者杖一百

　　を行い，城隆廟に牒を発して，拘束してもらった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よこしま　　　　　　　　　　　　　支乙巻7「朱司法妾」　　　　　山川・土地・司命・城陛神が命を受け，邪なたたり

　　南京の張通判の次男は，長年結核を患っており，極　　　　　をなす者を捜索・逮捕するのに違滞があったり，あ

　　めて危ない状態にあり，多くの巫卜者はたたりがあ　　　　　えて管轄の地を通って人を害するのを許した時は，

　　るといっていた。たまたま路當可が何人かの客と南　　　　　直ちに東嶽へ送って処断する。

　　京に来たが，張はその行法が霊験あらたかだと聞い　　　　　諸山川・土地・司命・城陛，受命捜捕邪崇，輯有違

　　ていたので，名刺を持って会いに行き，状を携えて　　　　　滞，故縦於経歴地分害人者，直送東嶽庭断，主者失

　　本末を訴え，救いを請うた。…にわかに一人の符を　　　　　豊察杖一百　　　　　　　　　　　　　　同上

　　持った鬼吏が状を携えて行った。しばらくして金紫　　　　　このように城陞神は，道教呪術においても，冥界神と

　　の偉人が礼をし，廷下に謹んだ。路は詰問し，「おま　　　して地域の鬼神を監督する役割が与えられているが，こ

　　えは城陛神だというのに，張氏に鬼がたたっている　　　のことは『夷堅志』の別の話の中にも見ることができる。

　　のになぜ捉えないのだ」というと，「ここに捉えてあ　　　丙志巻8に収められた「黄十翁」は，典型的な入冥諏で，

　　ります」と答えて，満身に血を浴びた少年を吏卒が　　　誤って地獄に引き立てられた黄十翁が，地獄の総管司の

　　つれてきた。…　　　　　　　　　　　　　　　　　副長官を勤めていた知り合いから，帰ったら人に善行を

　　　　　　　　　　　　三己巻8「南京張通判子」　　　勧めるように説かれ，さらに次のように頼まれる。

　天心法は道教の呪術の中でも，小説などにしばしば現　　　　　私の家の者に伝えて欲しい。私は公務に就いていた

れ，道士がこれを用いて非違をなす鬼神を裁き罰すると　　　　　が，どうして過がなかったといえよう。しかしかつ

いう形式をもっている（11）。この天心法や雷法は，そのよ　　　　て死罪の者三十一人を許してやった。この陰徳によ

うな形式をもっているため，これらの呪術に関連して道　　　　　って，神となることができた。衣服を一揃い造り，

教文献の中には，様々な鬼神に対する律が制定されてお　　　　　多くの経文を唱え，銭一万七千貫を焼き，疏文を具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あがなり，そこには城陛神の役割が規定されているのが見られ　　　　　えて城陛司に奏上し，それで私が蹟わなければなら

る。それによればやはり城陸神は，地域の鬼神を監督す　　　　ない分の残りを満たして欲しい。世人が功徳を積ん

る義務があり，不正を見逃すと同罪になるとの規定や，　　　　　で死者を供養するには，城陞の謹明が必要で，それ
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　　によって福を獲ることができる。…　　　　　　　　　　て壇内の汚れを祓い，壇内の守護を行うように述べてい

　この入冥謹には，ここで訳さなかった部分に，「仏経の　　　る。

説くところに嘘はない」という句が見えたり，観世音菩　　　　　州内の管轄下にある県の城陛，また管内の祀典に係

薩・地蔵菩薩の名を唱えるところが見えたりと，仏教色　　　　　わる正式の神々に文書を回して，相互に悉知させ，

に彩られているが，そこでも死者の管理を行う城陛神と　　　　配下の神兵を集め，会合に先立って，自ら進み来た
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こうろくさい
いう観念が見えている。次に道教の葬儀である黄籔斎に　　　　　って，専ら稼れた気を一掃し，壇席を防衛して，上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くんえんおける城陛神の役割について見てみることにしたい。　　　　　　帝の降臨に伺候し，董厭を隔絶して，魔害をなそう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　としている者は，みな禁絶して侵害することのない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さいしょう2．3　黄鑛斎の文書に見る城限神　　　　　　　　　　　　　　　ように請う。斎酢で必要とする物は，専ら神将にゆ

　黄籔斎では，斎の施行にあたって，神々の協力を要請　　　　　だねて，常に守護を行い，悪人・盗賊および虫・家

するために文書が発せられる。それは神々のランクによ　　　　　畜などが，人知れず侵犯することのないようにする

って，奏，申，牒の三つの種類に分かれることは，前論　　　　　ように。

で指摘した（12）。城陛神には牒状が発せられることになっ　　　　　牒候到請検照先牒事理，疾速移文關報，本州管下諸

ているが，ここで注目すべきことは黄籔斎の文書の中で，　　　　　縣城陞，管内係國祀典正神，互相知委，部集神兵，

都城陛一州城陸一県城陸のヒエラルキーが確立している　　　　　預次會合，躬親前來，專一掃蕩稼鼠，防衛壇席，砥

ことである。このことは洪武二年，三年に出された詔令　　　　　候上帝降臨，隔絶董厭，欲魔害者，並請禁絶，無令

における，城陸神ランク付けの先駆と位置づけられる。　　　　　侵害，鷹沿齋P所須法用物儀，專委神將，常行守

　まず天下都大城陛主者に対する牒文では，はじめにこ　　　　　護，不得轍令悪人盗賊及轟畜等，暗有侵犯　　同上

れから行う黄籔斎についての具体的な報告があったあと，　　　　ここでは城陸神は，冥界の将兵を束ねて，斎壇および

そのことを文書を発して各位の神々に申し上げ，命を下　　　そこにやってくる高位の神々を護衛し，また亡魂を監督

してもらうことを述べ，都城陸に対して次のように命じ　　　し導いて斎壇へ赴かせることが期待されている。ここで

ている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紹介したのは都大城陸に対する牒文であったが，続いて

　　速やかに指揮して，文書をまわし，府・州・県・鎮　　　府城陛，県城隆に対する牒文が載せられていて，上記の

　　の城陸，祀典にある祠廟，一切の香火を奉じている　　　ような役割が命ぜられているほか，順番に管轄地域の諸

　　場所，および九州の社令にこの大斎を行うことの理　　　神に文書を回すように指示されている。ここには都城陛一
　　　　　　　　　　　ちょくし　ふめい　　したが
　　をつぶさに知らせ，上は勅旨符命に遵って，関を開　　　州城陸一県城陛のヒエラルキーが，道教内ではすでに成
　　　　　　　ちょくふ　　き路を啓き，直符に照らし合わせて，姓名を備え行　　　立していたことがわかる。また城隈神の役割として，亡

　　き，この会に関係する亡魂，および六道四生の孤魂　　　魂を監督することがあげられているが，これも明初に成

　　滞塊を解放し，あらかじめ斎壇に赴かせて伺候させ，　　立した属壇の制度において，祭祀される亡魂を管轄する

　　招き導いて帝真に参朝して法を聴かせ，救済を得て　　　こととつながっていると考えられる。この文書内に現れ

　　超生させ，また帝真を奉じ案内し請うて斎壇に赴か　　　る城陸神の性格は，神将・神兵を束ね，亡魂を監督する

　　せ，醗礼を受けていただき，事が終わって功を奏上　　　など，いわば冥界の警察官としての性格が強い。その点

　　し位を上げて，少しばかり神々の功に答える。　　　　　は鬼律や，『夷堅志』の記事と同様であるといえる（13）。

　　牒候到請詳前項事理，疾速指揮，移文關報，諸府州　　　　この城陞神のランクづけは，『上清霊宝大法』などにも

　　縣鎮城陸，祀典廟貌，一切香火去庭，及翼・克・青・　　　見え，この考え方が道教内部では普遍的に見られるもの

　　徐・揚・荊・豫・梁・雍州社令，知委修奉大齋事理，　　になっていたことがわかるが，この都城陞について金允

　　上遵救旨符命，開關啓路，照磨直符，備去姓名，放　　　中は次のように述べている。

　　令（亡故某乙在會係薦）等魂，及六道四生孤魂滞塊，　　　ただ近頃では多く天下都城限司に牒しているが，典

　　預赴齋壇伺候，召振参眞聴法，受度超生，延奉帝眞　　　　　故を遍く考察してみるに，出典はない。宋朝が都と

　　之次，請赴齋壇，敵受酷禮，事畢言功遷賞，少答神　　　　　している地も，ただ本府城陞佑聖王となっているだ

　　勲，明眞有格，威禁至重，事須遵奉，不請有違謹牒　　　　　けである。今は銭塘に行幸しているが，臨安府城隆

　　　　　　　　　　　『無上黄籔大斎立成儀』巻8　　　　　廟を立て顕正王に封じているにすぎない。そもそも

　配下の各地方の城陞神ばかりではなく，その他の祀典　　　　　城とは州軍の城郭のことであり，陸とは城外の池の

にある神々や社令神に対し文書を回して，斎の施行を知　　　　　ことである。思うにこの神は城隆のことを主するの

らせ，関係の亡魂を斎壇に導くように命じている。そし　　　　　であるから，一郡が属するものである・今もし都城
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りんごう　　陛といえば，すなわち天下の大きさで，おそらくは　　　与えられたが，その号は首都応天府一開封・臨濠・太平・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちょしゅう　一城一池によってすべてを画することはできない。　　　和州・源州一府一州一県という五段階に分けられていた。

　秦の始皇帝の長城でさえ東は臨挑から北は遼水に至　　　翌洪武三年の詔では，封号が廃止され，また人格神とし

　　るまで，東北の半ばを画するに過ぎない。天下の大　　　ての性格が剥奪されて，ただ「某府某州某県城院之神」

　　きさは，すでにそれで一池城とすることができない　　　とされ，神像が廃されて神主が置かれるようになってい

　　のであるから，都城院と称するのは都合が悪い。そ　　　る。そして五段階のランクは首都一府一州県の三段階の

　　もそも城陞という言い方は，城池が存在するから，　　　ランクに単純化されている。この二年の詔から三年の詔

　　これを主する神がいるのであるから，このような城　　　への理念上の変化の背景については，濱島氏は慣習派＝

　池がなければ，実はその神も置きがたいのである。　　　中書省と理念派＝礼官という政権内部の理念上の対立か

　朝廷のことで言えば，今都城陛の廟はなく，道教経　　　ら説明されている。しかしここに見られるような三段階

　典で言えば，出典はない。　　　　　　　　　　　　　のヒエラルキーについては，すでに道教内部で成立して

　此黄籔預告，大暑如此，或欲詳轟，則別増申牒者，　　　いたことは，すでに見たとおりである（15）。

　臨時詳度而行，但近世多牒天下都城陸司，及遍考典　　　　さらに洪武三年には，属壇の制度も定められた。属壇

　故，並無所出，如宋朝建都之地，亦止有本府城陛佑　　　はいわゆる無祀の孤魂を祀るもので，その壇や儀式の過

　聖王而已，今駐躍銭塘，亦不過立臨安府城陸廟，已　　　程，祭文などは『皇明制書』の「洪武礼制」巻7，『明集

　封顯正王，夫城者州軍之城郭是也，陸者城外之池　　　礼』巻15，『明会典』巻87などに記載されているが，ここ

　是也，蓋此神乃主城陞之事，是一郡之所厩者也，今　　　では『皇明制書』によって紹介することにしたい

　若言都城陛則天下之大，恐不可総以一城一池続之，　　　　それによれば各府・州・県では，毎年清明・七月十五

　錐秦始皇之長城，東自臨挑北至遼水，亦甫能続東北　　　日・十月一日に，無祀の鬼神を祭る。その壇は城の北郊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆうれい　之半而已，天下之大，既不共成一池城，則稻都城陛　　　に設け，府・州では郡腐と名付け，県では邑属と名付け

　者未便，夫城陸之稻，因城池之建而有神以主者爾，　　　る。祭りの供え物には，羊三匹，豚三匹，飯米三石を用

　今無如是之城池，實難置其神臭，以朝廷言之，今無　　　い，香・燭・酒・紙（紙銭？）はよいように用いる。こ

　都城陞之廟，以道典言之，又無所出　　　　　　　　　　のときには城陞の位を壇上に設け，無祀の鬼神の位牌（府

　　　　　　　金允中『上清霊宝大法』巻27－25～26　　　の場合ならば「本府境内無祀鬼神」とする）は壇の下の

　彼は「都城陛という存在には，朝廷の制度にも，道教　　　左右に設ける。

経典にも根拠がない」といっているが，この記事からも，　　　　凡各府州縣，毎歳春清明日，秋七月十五日，冬十月

道教内部では，明初の洪武帝の詔に先駆けて，城隆神の　　　　　一日，祭無祀鬼神，其壇設於城北郊間，府州名郡腐，

ヒエラルキーが出来上がっていたことがわかる。　　　　　　　　縣名邑腐祭，物牲用羊三，家三，飯米三石，香燭酒

　城陞神の信仰は官製のものという以外に，人々の信仰　　　　　紙随用，至日設城陞位於壇上，設無祀鬼神牌於壇下

を反映していることは台湾の祭祀を紹介する際に見たと　　　　　左右（如府，則日，本府境内無祀鬼神），

おりであるが，宋代の道教においていち早く城陞のヒエ　　　　「祭文」では，まず次のようにこの祭祀を行うゆえん

ラルキーが出来上がっていたこと，亡魂の取り締まりと　　を述べる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さつふいう役割が確立していたことは，民間の信仰を反映して　　　　　某官は礼部の筍付に従い，本府内のすべての無祀の

いたことの現れなのかもしれない。このように宋代の城　　　　鬼神たちを祭祀し，皇帝の聖旨を謹み奉る。普天の

陞神信仰に，民間の信仰が強く反映していたことが，明　　　　　下，后土の上に，人がいないことはなく，鬼神がい

清の時代以降も官によって城陛廟の信仰がリードされな　　　　ないこともない。人と鬼の道は，幽と明とを異にす

がらも，人々の広い支持も失われず，城陛神の廟会がか　　　　　るとはいえ，その理は一つである。そのため広い天

なり盛大に行われ，それが今でも続いていることにつな　　　　　下，多くの民衆は，必ず君を立ててこれを主とし，

がっているのであろう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　君はそれらを統べる。また府州県に官職を分け設け

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て長とする，里長まで上下の職が定まっている。人

3．明初の城陸神についての詔令　　　　　　　　　　を治める法がこのようであるのと同様に神に仕える

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　道も同じようで，天子は天地の神舐・山川を祭り，

　城陞神信仰の歴史に大きな変革を画することになった　　　　　里社は土穀の神を祭るように，上下の礼も各々等級

洪武帝の詔令については，すでに濱島敦俊氏が詳しく論　　　　　がある。しかしなお冥界にあっては，無祀の鬼神が

じている（14）。洪武二年の詔では，全国の城陛神に封号が　　　　　いて，彼らはかつては生民であったが，理由がわか
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らずに死ぬことになり，たとえば兵刃にあって横死　　　　　わない者，好・盗・詐・偽を行い公法を畏れない者，

し，水火盗賊にあって死ぬなど，横死したり死後祀　　　　　曲がったことを正しいとし，善良な者をだまし圧迫

ってくれる子孫がいなかったりする。これらの鬼魂　　　　　する者，徳役を逃れ避け貧しい家を損なう者など，

は昔に死んだ者も，近いときに死んだ者も，あるい　　　　このような頑悪・妊邪・不良の徒があれば，神は必

は戦乱にあい，他郷に流れ移り，子孫が絶えたりし　　　　　ず城陞に報告し，そのことを暴いて官府に遭わせ，

て，長い間祭りが受けられず，名前は滅んで，祀り　　　　軽ければ答や杖に処して，良民と号することができ

のリストに載せられることもない。これらの孤魂は　　　　　ないようにし，重ければ徒刑・流刑・絞殺・斬殺に

死んでも寄る辺なく，精魂は散ぜず，凝り固まって　　　　処して，郷里に生還できないようにする。もし事が

陰霊となり，あるいは草木に付き，妖怪となり，夜　　　　　露見していないならば，必ず天罰に遭わせ，家を挙

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でんさん空の下や風雨の時に泣き叫んでいる。この世が節令　　　　　げて伝染病に感染させ，六畜・田蚕に利がないよう

にあたっているときは，心はこの世を思うが帰ると　　　　にさせる。もし父母に孝順で，親族に和睦し，官府

ころはなく，身は落ちぶれて祭りを望んでいる。そ　　　　を畏れて礼法を遵守し，非違をなさず，善良正直な

こで天下の有司に勅して，京都，王国，府州，県，　　　　人であれば，神は必ずこれを城陛に達し，城陞は保

里のレベルで祭りを設け，神は人によって血食し，　　　　　護を加え，その家が平安で和睦し，農事が順調で，

人は神を敬って礼を知るように期す。なお本所の城　　　　父母や妻子は郷里に保ち守るようにさせる。

陞にこの祭りを司るように命ずる。　　　　　　　　　　　凡我一府境内人民，償有杵逆不孝，不敬六親者，有

維洪武　年　月　日，某官某遵承禮部筍付，為祭祀　　　　　好盗詐偽，不畏公法者，有拗曲作直，欺歴良善者，

本府閨境無祀鬼神等衆事，該欽奉皇帝聖旨，普天之　　　　　有躾避差揺，寡損貧戸者，似此頑悪好邪不良之徒，

下，后土之上，無不有人，無不有鬼神，人鬼之道，　　　　　神必報於城陸，嚢露其事使遭官府，輕則答決杖断，

幽明錐殊，其理則一，故天下之廣，兆民之衆，必立　　　　　不得號為良民，重則徒流絞斬，不得生還郷里，若

君以主之，君総其大，又設官分職於府州縣以各長　　　　　事未畿露，必遭陰讃，使撃家並染疽疫，六畜田意不

之，各府州縣又於毎一百戸内，設一里長以細領之，　　　　　利，如有孝順父母，和睦親族，畏催官府遵守禮法，

上下之職，綱紀不素，此治人之法如此（細一作綱），　　　　　不作非為良善正直之人，神必達之，城陸陰加護佑，

天子祭天地神祇，及天下山川，王國各府州縣，祭境　　　　　使其家道安和，農事順序，父母妻子保守郷里

内山川，及祀典神舐，庶民祭其祖先，及里社土穀之　　　　すなわち，ここでは城陞神は，非違をなすものを罰し，

神，上下之禮，各有等第，此事神之道如此，尚念冥　　　孝順で礼を守り非違をなさないものに加護を加えるよう

冥之中，無祀鬼神，昔為生民，未知何故而残，其間　　　に期待されている。

有遭兵刃而横傷者，有死於水火盗賊者，有被人取財　　　　そして城陞神に対しては，「告城陞文」において，次の

而逼死者，有被人強奪妻妾而死者，有遭刑禍而負屈　　　ような命が下される。

死者，有天災流行而疫死者，有為猛獣毒轟所害者，　　　　　本処の城陛に命ずる。壇場を鎮め取り締まって，諸々

有為磯餓凍死者，有因戦闘而殖身者，有因危急而自　　　　　の鬼たちを監察し，その中に生きているときは善良

総者，有因培屋傾頽而厘死者，有死後無子孫者，此　　　　　で，誤って刑罰にあい，無実の罪で死んだ者は，（城

等鬼魂或終於前代，或残於近世，或兵戎擾撰，流移　　　　　陞）神がまさに所司に届けて，彼をまた中国に生を

於他郷，或人煙断絶，久鉄其祭祀，姓名涙没於一時，　　　　　受けさせ，太平の福を享受させるように。もしもと

祀典無聞而不載，此等孤魂，死無所依，精魂未散，　　　　　より凶頑で，刑罰で死んだり，よい死に方をしても

結為陰簸，或椅草附木，或作為妖惟，悲號於星月之　　　　　運良くそうなったような者は，神がまさに所司に届

下，坤吟於風雨之時（時一作中），凡遇人間節令，心　　　　　けて，これを四方の遠い果てに追い払うように。善

思陽世，魂杳杳以無蹄，身堕沈濡，意懸懸而望祭，　　　　　悪の報いは，神が必ず私心なく，謹んで行うように。

興言及此，憐其惨懐，故勅天下有司，依時享祭，在　　　　　今私たちは敢えて違うことなく，謹んで何年何月何

京都有泰属之祭，在王國有國属之祭，在各府州有郡　　　　　日に，城北に壇を設し，牛・酒・吸い物・飯を置き

属之祭，在各縣有邑属之祭，在一里又各有郷属之祭，　　　　　備えて，本府の無祀の孤魂たちを享祭する。しかし

期於神依人而血食，人敬神而知禮，傍命本庭城院以　　　　　幽明は境を異にし，人の力は神の力に資することは

主此祭，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　難しい。願わくは感通することを得て，今特に神に

そして城陞神の役割について次のように述べていく。　　　　　文書を発して，期に先んじて諸将を派遣して，本府

およそわが府内の人民で，もし不孝で一家一族を敬　　　　　内すべての鬼魂たちを召集し，その日になれば尽く
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　壇所に赴かせ，あまねく祭りを享受するように。神　　　　人に禍福を与えることができるといっている。他の

　はまさに勅命を謹んで承け，壇場を鎮め取り締まっ　　　　　府ではこのようなことはない。清明・十月一日には，

　て，善悪を監察し，私心なくはっきり報いるように。　　　　　府では鼓楽によって城陞神の位牌を北郊壇に送り出

　このためにまさに牒を発する。勘合した上で謹んで　　　　　し，無祀の鬼神・銭鶴皐等（？）を祀ることが，有

　これによって施行することを請う。　　　　　　　　　　　司の公務となっている。邪な者たちは機に乗じて人々

　命本庭城陞，以主此祭，鎮控壇場，整察諸鬼等類，　　　　　を集め，神主の代わりに木像を作り，各種の飾りや

　其中果有生為良善，誤遭刑禍，死於無事者，神當達　　　　　灯・旛・鼓楽・芝居を備え，これより先に線香・紙

　於所司，使之還生中國，來享太平之福，如有素為兇　　　　　銭をもって廟に告げて，許可をもらい，列を作って

　頑，身死刑憲，錐獲善終，亦出僥倖者，神當達於所　　　　　迎え送る。用事があって来ないものは，城陛が廟に

　司，屏之四喬，善悪之報，神必無私，欽奉如此，今　　　　　帰ってから，道士が名前を唱え，責め罰する。官と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はばか　某等不敢有違謹於　年　月　日，於城北設壇，置備　　　　　同じように行い，厳しく揮ることはこれにまさる。

　牲醗糞飯，享祭本府無祀孤魂等衆，然幽明異境，人　　　　　先是松江民俗，毎重禧献，而於城隈廟尤甚，如祈病

　力難為必資神力，庶得感通，今特移文干神，先期分　　　　　祈福，富室用全猪羊，貧者用三牲猪首，日無虚暑，

　遣諸将，召集本府闇境鬼璽等衆，至日悉赴壇所，普　　　　　愈云城陞有鰹，能禍福人，別府絶無此事，毎年清明

　享一祭，神當欽承勅命，鎮控壇場，監察善悪，無私　　　　　日，十月朔，府例以鼓樂送城陸神主，出北郊壇，祭

　昭報，為此合行牒，請照験欽依施行　　　　　　　　　　　　無祀鬼神銭鶴皐等，此有司公務也，好民甘清，乗

すなわちここでは城陛神は，黄鑛斎の牒文に見たよう　　　　　機聚衆，刻一木像，面目肌髪如生人者，易去木主，

に，普渡の会場に亡魂を導いてきて，彼らを監督するば　　　　　各備彩旅・燈旛・鼓樂・戯子等項，先以香紙告廟，

かりでなく，生者や亡魂に対しその善悪に従って，報い　　　　　許出師日，身自搦列迎送，有事覇不到者，候城陛還

を受けるように計らわせているのが特徴的となっている。　　　　廟，聴道士唱名責罰，如陽官一膿行事，而嚴揮過之

道教ではこのような権限は与えられていなかったが，城　　　　次の記事は徐樹丞『識小録』に見える，明末の蘇州府

院があの世の知府・知県と考えられたことが，制度的に　　　の城陸神の祭典についてのものである。

も保障されるようになって，亡魂の死後の運命にも係わ　　　　　城陸神は一年に三回出巡する。清明・中元・焼衣節

ると考えられるようになっていったものと思われる。洪　　　（十月一日）である。古い決まりでは，虎丘まで行

武初年のこの規定が，城陸神が生者や亡魂の死後の運命　　　　　って孤魂を祭ることになっており，府県の官は必ず

に関係するという，現在でも見られるような信仰が，広　　　　　来て礼を成す事になっていたが，近年来府県の官は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おごまるきっかけとなったといってよいであろう。　　　　　　　　驕り，属官に任せて事を終えるのが常になってしま

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　った。初めはただ府の城陛だけが出ていたのに，数

4．廟記に見る明代における城陛廟の変化　　　　　　年来両県の城陛も出て，まもなく各郷の土地神もこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とごとく出てくるようになった。観るものは雲のよ

巫仁恕氏は，明代における城陛神信仰の変化について，　　　　うに多く，鼓楽や幡橦（はた・のぽり）は道をふさ

次のような事実を指摘している（16）。まず宣徳・正統年間　　　　　ぎ，婦女は店を借りて観るようにまでなった。

になって，明初に規定された山川・城陸神などの神祠の　　　　　陛城正神一年止三出，乃清明・中元・及焼衣節也，

祭祀が衰えてきており，廟宇も頽敗してきていたこと。　　　　　奮規至虎丘祭孤魂，府縣官必來成禮，遽年來府縣官

また先述の明初に規定された三回の属壇における祭祀が，　　　　驕寮，委衙官了事，遂以爲常，始惟府城陛出，敷年

民間主体の城陞神の出巡という形に変化してきたことな　　　　　來雨縣陞亦出，未幾而各郷土地轟出，山塘一帯観者

どである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　如雲，鼓樂幡橦，盈塞道路，婦女至賃屋而観

巫氏が後者の例として引用している，萬暦年間に刊行　　　　このような変化は，腐壇の祭祀をめぐる，信仰上の問

された苑演『雲間檬目抄』巻3「記祥異」中の記事には，　　題も関係しているのではなかろうか。属鬼・孤魂の祭祀

次のように見える。　　　　　　　　　　　　　　　　　が，古くから民間において重要な意味を持っていたこと

　松江府の民俗では，常に祈薦・献礼を重んじるが，　　　は，すでに指摘したが，明初に制度化された属壇の祭祀

　　　　　はなは　城陸廟が最も甚だしい。病の回復を祈ったり，福を　　　では，さきに見たように，城陸神は彼らを監督する役割

　祈ったりするようなときは，金持ちは豚と羊各一匹　　　を担うことになっていた。それが次第に城隆が出巡する

　全部を用い，貧乏人は三牲と豚の首を用いる。これ　　　ことにより，彼らの活動を取り締まるという形になって

　が行われない日はない。みな城陛神は霊験があり，　　　いったのではないだろうか。
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　鄭土有・王賢森氏の『中国城陸信仰』の第五章・第一　　　　　ば，山川の神や県の腐鬼は神を奉じて参加する。あ

節では，各地の城陛廟の廟記六例を分析した上で，明代　　　　　るいは民のために水旱や大小の流行病の解決を祈る

が城院廟の建造史上の転換期であり，それまでの簡単で　　　　　ときには，神に詣でて告げる。そのため城陛神は祀

粗末なものから，壮大なものへと転換していったとして　　　　典にも載っており，他の淫祠と一緒にできるような

いる（17）。そしてその原因として，一つには洪武帝が城陛　　　　　ものではない。

　　　かんが廟の形を官衙にならうように命を下し，また明代では官　　　　　國朝之制，自京都逮於天下郡邑，威建廟以祀城陞之

衙建築の規模が巨大であったため，城陛廟の規模も法的　　　　　神，凡官於郡邑者萢任之初，必遵典禮砥謁，岡敢或

に定まっていたこと，一つにはこの時代には城陛が「冥　　　　　後，歳時有事，山川邑属軌奉神以與，或爲民禧水旱

界の地方官」と考えられていたことから，自らの地位を　　　　　漉札，亦詣神以告，故城陞神，祀典載焉，而非若他

高めるためにも地方官が城隆廟の建築を重視したことを　　　　　淫祠之可同也　　　　　　　光緒『桐郷県志』巻3

挙げている。さらにその明代の城陛廟建築も，初期と中　　　　そしてこのたびの改修の契機と経過について次のよう

期以後の二つの時期に分けられるとして，中期以後の改　　　に伝える。

修では規模が雄大になったことを指摘している。そして　　　　　…景泰三年の冬に，永平の張泰が知県となったとき

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なら城陞廟の修築にあたっての一つの特色として，官と民問　　　　　に，車から降りて故事に倣って城陸廟に謁した。見

との協力によって進められることが，他の祠廟には見ら　　　　　てみると廟の建物は老朽化しており，僅かに風雨を

れない特色であると指摘している。　　　　　　　　　　　　　しのげるくらいで，安んじて明霊を奉ずるとはとて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おそ　以前に漸江省の宋代の祠廟について考察した際には，　　　　　も言えないことを大いに催れた。そこで嘆いていう

同省の沿岸地方の地方志に見られる祠廟志の記事を多く　　　　　には，官僚となって，このことをゆるがせにできよ

利用したが（18），その中の城陛廟についての記事からも，　　　　　うかと。たまたまその時は磯饅でやろうとしても果

ここに指摘されたような事実を見いだすことができる。　　　　　たすことができなかった。六年経って大いに稔り，

これらの記事の中には，明代中期以降に行われた改修に　　　　　ついに部下とともに廟を新しくすることを議し，俸

あたっての廟記が多く見いだされるが，その多くは改修　　　　給を献じてこのことを唱導し，同官は従い吏民もこ

を府県の長官が首唱し，住民の代表がこれを承けて，工　　　　　れに応じた。しかし助けは多くなく，財用も不足し

事を進めることになっている。実際にこの手続きがどの　　　　ていた。そこで材を求めて日にはかり，匠を召して
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ようこう　　やとように進められたのか，あくまでも官の主導で行われ，　　　　　傭工を雇った。旧廟は殿が三間軒が一問，東西の廊

廟記に見えることは単にレトリックに過ぎないのかどう　　　　下には六間，前門は三間であったが，その旧殿を撤

かは，さらに詳しく分析してみる必要があろう。しかし　　　　して新たにし，後ろに別殿を加え，門と廊下には囲

これ以降の時代にも，城陞神の廟会が各地で行われ，そ　　　　　いを加えた。

れは地方の祭典の中でも，最もにぎやかなものの一つと　　　　　…景泰三年冬，永平張君泰，來知縣事始下車，用故

されていたことからしても，また廟記の記述からしても，　　　　　事謁城陞廟，顧謄棟宇卑随，僅蔽風雨，妥奉明漿・

官の政策というばかりではなく，民間の城陞神に対する　　　　　大催弗稻，因噺然歎日，有司之職・可緩於此耶・適

信仰が，それと並行して続いて存在していたことも確か　　　　　歳薦磯欲作弗果，越六年大稔，遂與僚佐議新其廟・

である。そしてこの時代の改修によって，正殿のほか，　　　　　而掲俸資以侶之，同官景從吏民響磨・歓助不多・財

後殿や側殿等が設けられるようになっている。以下いく　　　　　用不医，即市材諏日，召匠蹴傭・廟奮有殿三間軒一

つかの県の城隆廟の例を紹介しておく。　　　　　　　　　　　　間，東西廉爲間者六，前門爲間者三・於是撤其藷殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　而新之，又加別殿於後門廉垣塘　　　　　　　同上

4．1桐郷県城陛廟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やはりここでも知県となった張泰が唱導し，民間の協

　光緒『桐郷県志』によれば，この廟では天順年間に改　　　力を仰いで計画を進めている・記述によれば・成化十年

修が行われているが，それが完成したときに書かれた呂　　　にも知県孟俊が重修を行っているが・その時の記録は残

原の「重修城陞廟記」は，はじめに明代の城陛廟制度に　　　されていない。

ついて概説している。

　　わが王朝の制度では，首都から郡県に到るまで，み　　　4．2　山陰県府城限廟

　　な廟を建てて城陞の神を祀る。郡県に長官として赴　　　　次の例は紹興府の府城陞廟ものであるが・萬暦十二年

　　くものは，赴任の初めに，必ず礼に則って謹み謁し，　　　に火災に遭い，知府の蒲良幹が重建した・嘉慶『山陰県

　　あえて後れることはない。一年の間に何か事があれ　　　志』に載せる，彼の手になる「重建城陛廟記」によれば，
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重建の資金として「始めに知府が五十金を拠出し，知府　　　4．4　上虞県城陛廟

の援助が十分の一，各県の援助が十分の二，民の援助が　　　　上虞県の城陛廟では，萬暦十二年および二十五年に改

十分の・一，知府の措置するところが十分の六を分担した」　　　修が行われており，後者の経過については，主唱者であ

という内訳を記している。そしてその工事にあたっては，　　　る知県の胡思仲が自ら記した廟記が，光緒『上虞県志』

遊民で正業に従事していないものを罰する意味で用いた　　　に収められている。そこでもやはり官・民が協力して資

り，悪賢い者で法を犯し許されない者をとって，これを　　金を出し合っている。

神に結縁して過を改め善に移らせたとあるが，要するに　　　　私は萬暦二十四年にこの地の長官となって神に誓い

罪人を使ったということであろう。とすれば，必ずしも　　　　心に計って，ただ神の宮に謁してむなしくはかるこ

人々が喜んで工事に金を出したり，労力奉仕をしたとい　　　　　とはない…そこで管人に命じて五斗を拠出させて始
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きろう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しん
うのではなかったのかもしれない。しかし廟の建物その　　　　　めとし，二，三人の蕎老に相談したところ，県の緒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しんものは，かなり壮大なものになっている。　　　　　　　　　　紳・士民は競って資金を援助した。さらに相率いて

　重建城隆廟記略…歳甲申九月，守者不戒，廟膏以儘，　　　　　地を拓き材を集め，（廟を）修繕して新たにし，高く

　守憂焉首掲俸五十金，以囑山陰丞市材椒事，而以次　　　　　大きく荘厳になった。

　第螢度之，十閲月工竣，前堂後寝，庭塁翼然，其高　　　　　胡思伸記略…余自萬暦丙申初滋治誓神而心計日，惟

　廣視奮倍三之一，而螢肚堅固遠過之，左右爲雨廊，　　　　　神之宮謁無虚暑，弗廓弗増弗嚴以遽，即享祀豊潔，

　前爲重門，最前爲大門，以堪輿家忌，縮八十蝕武，　　　　　神其擦我乎，乃命莞人掲五斗，以揚始且進二三替民

　外爲屏垣塔庖舎，威與維新諸凡換然備臭，…薙廟之　　　　　相度機，而邑之縄紳士民，岡不競助蛛繕，更相率作

　作，所不容已與是役也，費凡若干繕，出於守之助者　　　　　拓地聚材，葺而新之，宥然荘嚴臭，

　十之一，出於各邑之助者十之二，出於民之助者十之　　　　　　　　　　　　　　　　　　　光緒『上虞県志』巻31

　一，出於守之所注措者十之六，其工則罰諸游民之不　　　　そしてこのたびの改修によって，正殿，後殿，側廊等

　事生業者，其所注措問，取諸猜民之罹於法而不可解　　　が整備され，また冥界・地獄の様子も描かれていたとい

　者，使之自結於神而動其遷善改過之念，亦所以因之　　　う。これらの絵は冥界神としての城陛神の一面を示すと

　爲教也　　　　　　　　　　嘉慶『山陰県志』巻21　　　いえよう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廟視故祉加廣周隅通一百丈，關公館衛地九尺，斥置

4．3　除挑県城陛廟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　民地三丈，前爲正堂者五間，爲檀者九間，後爲寝宮
　よよう
　餓銚県の城陛廟は正徳七年に改修されているが，この　　　　　九間，勇爲廊者各五間，門有井幹，衙有紳懊，欄楯

　　　　　　さん時には知県の張璃が発起し，僧侶の文顕に託して寄付金　　　　　外施，庖福内列，勇廉又具，冥道攣相，丹艘i摩甚，

を集め資金としている。改修に僧侶が係わった例である。　　　　　庸民入而籟焉　　　　　　　　　　　　　　　　同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　せん光緒『鯨銚県志』に載せる厳時泰の「城陸廟贈田碑略」

は次のように伝える。　　　　　　　　　　　　　　　　　4．5蝶県城陛廟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じょう　正徳年間に城陛の古い廟は，年を経てくずれていた　　　　陳県の城陸廟は成化年間に知県劉清によって重建され，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じゅん　ぞうしゅう　が，県令の張璃が新しくしようとしたが，公費に余　　　弘治十一年やはり知県の徐胸が増葺している。その時の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きゅう　分がなかった。そこで僧侶で戒行の誉れの高い人を　　　経過を伝える周イ求「重修城陸廟記」が，民国『陳県志』

　得て寄付金を集めようとした。人選が難しかったが，　　に収められている。

　人々はみな呉山寺の僧である文顕・日彰上人の名を　　　　　（弘治）庚申（十三年）の年の冬，城院の廟宇が，

　あげた。彼が来ると始めに衣鉢・無用なものを出し，　　　　たるきが朽ち，瓦石がこぼたれ，神の住むところと

　唱導したところ，寄付をするものがすぐに応じて，　　　　　称することができないようになっているのを見て，

　　その年のうちに完成した。　　　　　　　　　　　　　　　替老の趙衡・陳奇を召して，彼らに次のように言っ

　明嚴時泰城陞廟購田碑略，正徳聞城陛故祠，以歳久　　　　　た。城陸廟を修繕せずに狭く汚いままおろそかにし

　就頽，邑宰張侯噴謀新之，時公幣乏羨，翼得縞流之　　　　　ているのは，私の明神を敬恭する心を尽くすことが

　有戒行者，勾施而難其人，衆威學呉山寺僧文顯，是　　　　　ないのみならず，傾きくずれた後に修繕するのは，

　爲日彰上人，至則首出衣孟長物，以侶一時，施者響　　　　　たいへんな辛苦であり，朝廷の神を重んじ民を愛す

　慮，不喩年而落成　　　　　光緒『蝕銚県志』巻11　　　　　るの意にそむくだけだ。…　趙衡，陳奇は県の人で，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　城陛が民のために立てられ，侯もまた民のために修

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　するので，神を侮り民を虐げるのではないことを知
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　　　　　　　　　　　　　　　　松本浩一：明代の城陛神信仰とその源流

　　り，それでともに心から朝夕このことに従事し，植　　　　干大門，中通甫路，廟後若干櫨差不及前，中観音堂，

　木の選定，瓦石の積築，職人の作業などの勤めの状　　　　　西三官殿，又西神燕居，東十王殿，面左錫胤宮，右

　況を必ず自ら監督し，先導の努めを果たすことによ　　　　　祈痘祠，折而南祀土地・伽藍・華光三像，直北練以

　って，侯の意図を親身になって察することを求め，　　　　　周垣，僧舎附焉，凡聖茨丹穫爲神而設者，戒誓齋宿

　あえてさぼったりあわてることはなかった。そこで　　　　　爲官而設者，莫不梨然以次脩，撃魏乎換乎，翼翼乎

　人々はみな喜んで仕事に赴き，数ヶ月にならずに廟　　　　　前所未有也，費鎚千五百爾有奇，経始萬暦辛亥春，

　宇は完成した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　落成己未冬

　訓導周イ求重修城陸廟記…庚申冬，因見城隆廟宇，穣　　　　　劉伯淵「重建城隆廟碑記」光緒『慈難県志』巻52

　挽朽腐，瓦石傾頽，無以稻神棲所，乃召書老趙衡，　　　　上に挙げた例にも見られるように，明の中期以降しば

　陳奇而謂之日，城陞不修而因随就簡，非惟無以馨吾　　　しば城陛廟の改修・重建が行われている。そしてその際

　敬恭明神之心，且至傾頽而後修撃，未免勢撰有負朝　　　には，建物が前殿・後殿および側殿を備えた，かなり壮

　廷重神愛民之意爾，…趙衡，陳奇邑人也，知城陸爲　　　大なものになっている。これは『中国城陸信仰』に指摘

　民而立，侯亦爲民而修，而非慢神虐民者，比故乃精　　　されているとおりである。このことは城陞廟に限らず，

　白一心朝夕從事，凡夫木植之邊選，瓦石之劒築，工　　　一般的にこのころから，比較的信仰を集めている大きな

　匠之興作，勤惰必親監臨，以侶率之務，求膿憧侯意，　　祠廟は，このような構成のものになっていったように見

　位敢怠邉，於是衆皆樂事赴功，不敷月而廟宇告　　　える。そしてたとえ廟の改修・重建を主唱するのが知県

　成，…　乃若斯廟也，前有儀門，後有正殿，正殿前　　　や知府であったとしても，主体となって活躍したのは土

　足以露墓，繭道左右翼，附以便民倉舎，外有周垣，　　　地の有力者たちであった。しかしこのようなことは，決

　四面環続　　　　　　　　　　民国『燥県志』巻7　　　してこの時代にはじめて見られるようになったことでは

　ここでは知県は誉老の趙衡・陳奇に相談し，彼らも率　　　ないものと思われる。たとえば例に挙げた鯨挑県の城陛

先して協力して完成させている。そして正殿の外に，前　　　廟では，元の時の重修のときでも，やはり土地の父老の

方に露台，左右に側廊が設けられ，倉舎も建てられて，　　　協力を頼んでいる。むしろこのことは，明初に城隆廟が

外周は垣がめぐらされているが，これが設けられたのが　　　国家的な制度とされることはあっても，官製ではない民

この時のことなのかどうは明らかではない。　　　　　　　間主体の城隆神信仰・祭祀も，ずっと続いてきていたこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とを示しているのではないだろうか。

4．6　慈渓県城限廟

　慈漢県の城隆廟も万暦年間に改修が行われているが，　　　おわりに

この時は「年を久しく経て柱や棟が傾いてゆがみ，赤白
　　　　　　　　　　　　　　　　　せんぎようははっきりしなくなっている。これでは帰依し謄仰する　　　　以上南宋から明代にかけての時代における，城隆神信

対象としているとは言えない」という状態であったのを，　　仰の変化の一面を見てきた。この論文では，明初の詔令

「邑人郡相等が，慨然として始めに自分の田を寄付して　　　に現れる城陞神のランク付け，あるいは属壇の祭祀にお

提唱した」のがきっかけとなり，広く寄付を募り，官の　　　ける城陛神の役割の先駆ともいうべきものが，南宋時代

協力も得て，重建にあたっている。そして出来上がった　　　の道教における城陸神の位置づけや役割の中にすでに見

廟は，左に文昌，右に地方神の趙尚書を祀っているほか，　　られること，官制の城陛廟制度や地方官の城陸神信仰と

後殿に観音堂，三官殿，十王殿さらに錫胤宮（？），祈痘　　　ともに，民間における城陸神信仰の流れが，一貫して存

祠等が並び，土地神・伽藍神・華光神の神像が祀られ，　　　在していたことなどを指摘してきた。この論文は粗雑な

僧舎が付設されるなど．かなり大規模で儒仏道そろった　　　スケッチに過ぎないが，さらに廟記の分析を進めるばか

総合的な廟となっている。　　　　　　　　　　　　　　　　りではなく，明代の筆記小説などに描かれた，城陸神を

　慈城陸廟在縣治西，歳久柱棟歌擁，赤白漫濾，不稻　　　めぐるエピソードや，廟会の情景などに，城隆神信仰の

　所以飯依謄仰之意，當事者方以歳之不易業有待也，　　　実態を探る必要がある。またここでは全く触れられなか

　　邑人郡相等慨然首摘己田爲侶，偏賛於屋，邑有願入　　　った，元代の城陛神信仰についての考察も，今後の課題

　　賃者，威籍之勿爲限，又以奮；吐偏左梢隆，請於官拓　　　としておきたい。

　地若干丈，前堂神所懸依，基高三丈八尺加高之，

　三丈二尺爲深加深之，五丈二尺爲廣，儀門視奮高倍

　之，左祀文昌，右祀趙尚書，□□傍爾廊各六間，属
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　　　　　　　　　　　　注　　　　　　　　　　　　　　　信仰にあるのではないかという指摘は，すでに金井徳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幸氏によってなされている（金井徳幸「宋代の属鬼と

（1）拙稿「宋代の祠廟と祭祀」（『図書館情報大学研究報　　　　城陛神：明初「祭腐壇」の源流を求めて」，『立正大学

　告』20－1，2001）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東洋史論集』第13号，2001）。氏は主として宋代の城陸

（2）劉還月『台漣人的祀神與祭禮』台湾・常民文化，2000，　　　神と腐鬼の信仰との関わりからこの流れを論じており，

　P．277。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏の属鬼信仰の捉え方には疑問の残る点も少なくない

（3）鈴木清一郎『塁溝奮慣冠婚葬祭と年中行事』台湾日　　　　が，興味深い指摘も多くなされている。ここではこの

　日新報社，1934，P．404－405。　　　　　　　　　　　　　点については論じることができなかった。

（4）小島毅「城陛廟制度の確立」（『思想』792号，1990）　　qφ　濱島敦俊「明初城陸考」（『榎博士頒寿記念東洋史論

　P．202－203。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢』，汲古書院，1988）。

（5）小島氏，前掲論文，P．205。　　　　　　　　　　　　　（15）鄭土有，王賢森氏の『中国城院信仰』（中国・上海三

（6）真徳秀の祝文については，ここでは国学基本叢書版　　　　聯書店，1994）P．102では，『続文献通考』群祀考三を

　の『西山先生眞文忠公文集』に所収のものを用いた。　　　　引き，元の時に全国級の性格をもった都城陸が出現し

（7）小島氏，前掲論文，P．203。　　　　　　　　　　　　　　たとしているが，この資料では上都・大都に城陸廟が

（8）前掲拙稿「宋代の祠廟と祭祀」第3章第1節。　　　　　　建てられたとしているだけで，これが都城陞の性格を

（9）小島氏，前掲論文，P．203。　　　　　　　　　　　　　　もったものなのかは明らかではない・

（1①Johnson，David．’The　City－Godcults　ofT’ang　and　　㈹　巫仁恕「節慶・信仰與抗箏：明清城陞信仰與城市群

　Sung　China’，Harvard　Joumal　of　Asiatic　Studies，　　　衆的集髄抗議行為」（『中央研究院近代史研究所集刊』

　vo1．45－2，p．449．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第34期，2000），第二章「明清城陸信仰之攣遷：以江南

⑪　拙稿「道教呪術「天心法」の起源と性格：特に「雷　　　　城陞爲中心」

　法」との比較を通じて」（『図書館情報大学研究報告』　　　（17）前掲『中国城陛信仰』，第五章「宇楼参差気勢宏」第

　20－2，2001）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一節「従簡随到堂皇：城隆廟建造史之追尋」。

（12）拙稿「宋代の葬儀：黄鎮斎と儒教の葬礼」（『図書館　　　q8）前掲拙稿「宋代の祠廟と祭祀」第1，2章

　情報大学研究報告』20－1，2001）p．45－48。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成15年9月30日受付）
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